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議 事 日 程  （第１号） 

 

令和３年５月17日（月）午前10時開会 

 

日程第１        会議録署名議員の指名 

日程第２        会期の決定 

日程第３        議長辞職の件（日程追加） 

日程第４        議長の選挙（日程追加） 

日程第５        副議長辞職の件（日程追加） 

日程第６        副議長の選挙（日程追加） 

日程第７        会議録署名議員の補充指名（日程追加） 

日程第８        常任委員会委員の選任 

日程第９        総務経済委員会の閉会中の継続審査（日程追加） 

日程第10        福祉教育委員会の閉会中の継続審査（日程追加） 

日程第11        建設環境委員会の閉会中の継続審査（日程追加） 

日程第12        議会運営委員会委員の選任 

日程第13        議会運営委員会の閉会中の継続審査（日程追加） 

日程第14        浜名学園組合議会議員の選挙 

日程第15        浜名湖競艇企業団議会議員の選挙 

日程第16 議案第57号  湖西市税条例等の一部を改正する条例制定に係る専決処分の承認を求めることについ 

            て 

日程第17 議案第58号  湖西市都市計画税条例の一部を改正する条例制定に係る専決処分の承認を求めること 

            について 

日程第18 議案第59号  令和３年度湖西市一般会計補正予算（第１号）に係る専決処分の承認を求めることに 

            ついて 

日程第19 議案第60号  令和３年度湖西市一般会計補正予算（第２号） 

日程第20 議案第61号  湖西市監査委員の選任につき同意を求めることについて（追加議案） 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開会 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、これより

令和３年第１回湖西市議会臨時会を開会いたします。 

 会議に先立ち、市長から新型コロナウイルス関係

の緊急対応で会議の前半当局が出席できないとの届

出がございました。正当な理由であると判断すると

ともに、議会の審議に必要な説明のためには必ず出

席していただかなければならないことから、通例の

日程を組み替えておりますので、御承知おきくださ

い。 

 本日は、傍聴席へ報道機関が入っております。 

 なお、撮影を許可した者には許可証を交付してお

りますので、御報告いたします。 

 続いて、事務局長から報告事項を申し上げます。 

  〔議会事務局長 松本和彦登壇〕 

○議会事務局長（松本和彦） 議案書の受理につい

て申し上げます。 

 第１回湖西市議会臨時会に市長から提出された議

案は４件でございます。その内容は条例の一部改正

の専決処分２件、令和３年度補正予算の専決処分１

件、令和３年度補正予算１件でございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（加藤弘己） 報告事項は終わりました。 

───────────────── 

午前10時03分 開議 

○議長（加藤弘己） これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員に14番 荻野利明君、15番 馬場 

衛君を指名いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第２ 会期の決定を議題

といたします。 

 お諮りいたします。この臨時会の会期は本日１日

間とすることに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。このまましばらく

お待ちください。 

午前10時04分 休憩 

───────────────── 

午前10時05分 再開 

○副議長（竹内祐子） 休憩を解き会議を再開いた

します。 

 ただいまの出席議員は17人です。休憩中に議長、

加藤弘己さんから議長の辞職願が提出されておりま

す。 

 お諮りいたします。議長辞職の件を日程に追加し、

議題とすることに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（竹内祐子） 異議ありませんので、その

ように決定いたしました。 

───────────────── 

○副議長（竹内祐子） 日程第３ 議長辞職の件を

議題といたします。 

 辞職願を事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○副議長（竹内祐子） お諮りいたします。加藤弘

己さんの議長の辞職を許可することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（竹内祐子） 異議ないものと認め、加藤

弘己さんの議長の辞職を許可することを決定いたし

ました。 

 加藤弘己さん、入場してください。 

  〔12番 加藤弘己 議場入場〕 

○副議長（竹内祐子） ただいまの出席議員数は18

人です。 

 ただいま議長が欠けました。 

 お諮りいたします。議長の選挙を日程に追加し、

選挙を行いたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（竹内祐子） 異議がありませんので、そ
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のように決定いたしました。 

───────────────── 

○副議長（竹内祐子） 日程第４ 議長の選挙を行

います。 

 選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたしま

す。 

  〔議場閉鎖〕 

○副議長（竹内祐子） ただいまの出席議員数は18

人です。 

 投票用紙を職員から配付させます。 

  〔投票用紙配付〕 

○副議長（竹内祐子） 投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（竹内祐子） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  〔投票箱点検〕 

○副議長（竹内祐子） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ

て順次投票をお願いいたします。 

 それでは、投票用紙に候補者名の記入をお願いい

たします。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長に点呼を命じます。 

  〔議会事務局長 氏名点呼→投票〕 

○副議長（竹内祐子） 投票漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（竹内祐子） 投票漏れなしと認め、議場

の閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

○副議長（竹内祐子） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に９

番 楠 浩幸さん、10番 佐原佳美さんを指名いた

します。両名の立会いをお願いいたします。立会人

の方は書記席までお進みください。 

 では、開票を始めてください。 

  〔開  票〕 

○副議長（竹内祐子） 選挙の結果を報告いたしま

す。 

 投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に符合

いたしております。有効投票15票、無効投票３票、

有効投票のうち馬場 衛さん14票、楠 浩幸さん１

票。 

 以上のとおり、この選挙の法定得票数は５票であ

ります。よって、馬場 衛さんが議長に当選されま

した。 

 ただいま議長に当選されました馬場 衛さんが議

場におられますので、本席から会議規則第32条第２

項の規定により告知をいたします。 

 馬場 衛さんにおかれましては、演壇にて御挨拶

をお願いいたします。 

  〔15番 馬場 衛登壇〕 

○15番（馬場 衛） ただいま、議員皆様方から御

選任をいただきまして誠にありがとうございます。 

 1998年に議員活動を始めて以来、23年がたちまし

た。その中で、大変多くの議員さん方の姿を見、そ

の下で議会活動を一生懸命活動してまいりました。 

 今回、議長という大変責任のある要職に就くこと

になりました。私１人ではなかなか議会全体を引き

継いでいくということは難しいかと思います。皆様

方のお力添えをいただき、しっかりと市民の安心・

安全、生命・財産を守り、議会活動として、議員活

動として湖西市議会がしっかりと運営できるよう全

力で頑張ってまいりたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

○副議長（竹内祐子） 議長交代のため暫時休憩と

いたします。 

 それでは馬場 衛議長、議長席へお着きをお願い

いたします。再開は10時35分といたします。 

  〔議長 馬場 衛君議長席に着く〕 

午前10時22分 休憩 

───────────────── 

午前10時35分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解き会議を再開いたし

ます。 

 ただいま議長を交代いたしました。それでは議事

を進めさせていただきます。 

 ただいまの出席議員は17人です。休憩中に副議長、
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竹内祐子さんから副議長の辞職願が提出されており

ます。 

 お諮りいたします。副議長辞職の件を日程に追加

し、議題とすることに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ありませんので、そのよ

うに決定いたしました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第５ 副議長辞職の件を

議題といたします。 

 辞職願を事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） お諮りいたします。竹内祐子

さんの副議長の辞職を許可することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ないものと認め、竹内祐

子さんの副議長の辞職を許可することを決定いたし

ました。 

 竹内祐子さん、入場してください。 

  〔13番 竹内祐子議員 入場〕 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は18人

です。 

 ただいま副議長が欠けました。 

 お諮りいたします。副議長の選挙を日程に追加し、

選挙を行いたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議がありませんので、その

ように決定いたしました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第６ 副議長の選挙を行

います。 

 選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたしま

す。 

  〔議場閉鎖〕 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は18人

です。 

 投票用紙を職員から配付させます。 

  〔投票用紙配付〕 

○議長（馬場 衛） 投票用紙の配付漏れはありま

せんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  〔投票箱点検〕 

○議長（馬場 衛） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ

て順次投票をお願いいたします。 

 それでは、投票用紙に候補者名の記入をお願いい

たします。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長に点呼を命じます。 

  〔議会事務局長 氏名点呼→投票〕 

○議長（馬場 衛） 投票漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 投票漏れなしと認め、議場の

閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

○議長（馬場 衛） 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に11

番 吉田建二君、12番 加藤弘己君を指名いたしま

す。両名の立会いをお願いいたします。立会人の方

は書記席までお進み願います。 

 では、開票を始めてください。 

  〔開  票〕 

○議長（馬場 衛） それでは、選挙の結果を報告

いたします。投票総数18票、これは先ほどの出席議

員数に符合いたしております。有効投票18票、無効

投票０票、有効投票のうち、佐原佳美さん９票、竹

内祐子さん９票。 

 以上のとおりです。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。 

午前10時50分 休憩 

───────────────── 

午前10時53分 再開 

○議長（馬場 衛） それでは、休憩を解いて会議

を進めさせていただきます。 

 先ほど報告のとおり、佐原佳美さんの得票と竹内
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祐子さんの得票が同数であり、しかもその得票数は

法定得票数５票を超えております。 

 地方自治法第118条の規定により準用する公職選

挙法第95条の規定によって、当選者はくじで決定す

ることになりました。 

 くじの手続について申し上げます。くじは被選挙

人が議場におられますので、被選挙人にお引きを願

うことにいたします。 

 まずくじを引く順序をくじで決め、その順序に基

づいて当選人を定めるくじを引いていただくことに

いたします。以上、御了承願います。くじは２回に

分けて行います。 

 第１回目のくじは引く順序を決めるためのもので

あります。第２回目はくじの順序に従い、当選人を

決定するものであります。くじはくじ棒によって行

います。 

 佐原佳美さんと竹内祐子さんの登壇をお願いいた

します。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○議長（馬場 衛） 最初のくじを引く順番ですけ

ど、届出順にしたいと思いますがよろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） それではそのような形で、第

１回目のくじを引いていただきます。 

 引く順序のほうは佐原さんが最初になります。 

 くじの結果を報告いたします。ただいまのくじの

結果、佐原さんが先にくじを引くことになりました。

それでは、２回目のくじを引いていただきます。１

番のくじを引いた方を当選者といたします。 

 訂正を申し上げます。くじの本数は５本です。よ

って、若いほうの番号を引いた方が当選人とさせて

いただきます。先ほど１番と申しましたが、５本の

中から選んでいただきますので、そのように御了承

いただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか、お願いいたします。 

 くじの結果を報告いたします。竹内祐子さんが２

番を引きました。佐原佳美さんは３番でした。よっ

て、竹内祐子さんが当選人と決定いたしました。 

 ただいま副議長に当選されました竹内祐子さんが

議場におられますので、本席から会議規則第32条２

項の規定により告知いたします。 

 竹内祐子さんの御挨拶をお願いいたします。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） ただいま皆様から今回の副議

長という大役を御推挙いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 皆様としっかりと調和しながら議長を支え、湖西

市議会のより発展を目指して頑張っていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 続きまして、会議録署名議員

であります馬場 衛が議長に当選したことによりま

して、署名議員が１名欠けました。会議録署名議員

の補充指名を日程に追加し、補充指名を行います。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第７ 会議録署名議員の

補充指名を行います。 

 会議録署名議員に16番 中村博行君を補充指名い

たします。 

 議長の選挙等を日程に追加しております。お手元

の議事日程の日程番号が繰り下がりますので、よろ

しくお願いいたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第８ 常任委員会委員の

選任を行います。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第

６条第１項の規定により、総務経済委員に柴田一雄

君、土屋和幸君、佐原佳美さん、加藤弘己君、荻野

利明君、馬場 衛の６人を、福祉教育委員に滝本幸

夫君、福永桂子さん、菅沼 淳君、楠 浩幸君、吉

田建二君、二橋益良君の６人を、建設環境委員に加

藤治司君、三上 元君、高柳達弥君、竹内祐子さん、

中村博行君、神谷里枝さんの６人をそれぞれ指名い

たします。 

 ここで暫時休憩といたします。それぞれ正副委員

長さんなどを決めることがありますので、時間を取

らせていただきます。それでは暫時休憩といたしま

す。再開は13時。 

午前11時02分 休憩 

───────────────── 
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午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解き、会議を再開いた

します。 

 ここで市長の御挨拶があります。影山市長、お願

いいたします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 改めましてこんにちは。臨時

会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 まずもって、午前中はどうしても所用の会議がご

ざいまして、急遽、議案等を変更いただきましたこ

とを改めて、皆様にお手間をおかけしまして申し訳

ございませんでした。また、御協力をいただきまし

てありがとうございました。 

 その中で、できる限り今経緯報告を極力手短に申

し上げさせていただきますと、今日、午前中に県の

川勝知事とオンラインで会議をさせていただきまし

た。中身につきましては、新型インフルエンザ等対

策特別措置法、いわゆる新型インフルの特措法の24

条９項に基づく時短要請についてということでござ

います。 

 今その調整を行っておりまして、今日の夕方、湖

西市としては対策本部を開催するという予定になっ

ておりますので、そこで決定してまた公表させてい

ただける予定になっております。 

 もう一つは、それに伴ってといいますか、もとも

との前提が、今の湖西市の新型コロナウイルスの感

染症の陽性者の発表が昨日までで148名というふう

になっております。特に、先週後半で１日10名以上

といったような多数の陽性者が公表されているとこ

ろで、もちろんその前からゴールデンウイークの人

の流れの影響等々、またお隣の愛知県での緊急事態

宣言その他様々な影響等を分析しながら、県の保健

所や県とも協議をしてきたところであります。そう

いった影響から今回の感染拡大を踏まえ、感染拡大

防止へということでのこういった時短要請が協議し

たということがまず１つであります。また、それと

は別途、こういった例えば緊急事態宣言によって豊

橋市、愛知県からのお客さんが少なくなったという

声もありますし、もともと感染拡大によってお客さ

んが少ない、余計に出歩いている人が湖西市の中で

少ないということから、飲食店の非常に苦境といい

ますか売上げの減少等、こういったお声もたくさん

届けられておりました。それを湖西市としても事業

者の支援策ということで売上げが減少した事業者の

皆さんへの支援金ということを今まで検討してまい

っております。これも今回、今日の夕方、先ほどの

時短要請と併せて対策本部で検討することとなって

おりますので、この２つを今日県のほう、川勝知事

とも直接この２点について議論をさせていただきま

して、県は県で同じように夕方、今詳細を詰めた上

で発表するというふうに聞いておりますけれども、

これと併せてまた後ほど市としても公表させていた

だければと思っております。 

 今、副市長のほうがこちらのほう、県と調整を行

わせていただいておりますので、改めて発表させて

いただければと思っております。以上が、すみませ

ん、午前中の主な状況でございます。 

 それともう一つ、もともと今日、議会の開会で御

挨拶の中で触れようと思っていたことが、新型コロ

ナに関しましては、今の感染拡大の影響に加えまし

てワクチンの接種が始まっております。現時点での

最新といいますか、まず先週の金曜日、５月14日の

金曜日までの予約状況が、対象者は分母が１万

7,234人に対しまして予約された方々が１万4,051人

ですので、81％余りとなっております。予約率が

80％を超えましたので、これはいろんな市町村が予

測されておりましたけれども、予約率としては高い

のではないかなというふうに思っております。もち

ろんこの後も予約を引き続き受け付けさせていただ

いております。そして、ワクチンの接種が５月８日

から始まり、また５月１日からは巡回接種も特別養

護老人ホーム等々で行っていただいております。 

 特に今、湖西病院ですとか浜名医師会のドクター、

看護師さん、本当に総動員と言っていいぐらいの皆

様に御協力をいただいておりますし、またこの感染

拡大の中で、例えば地域外来・検査センターへのＰ

ＣＲ検査など、湖西病院の寺田院長は、特別養護老

人ホームに接種しにいったと思ったらすぐＰＣＲ検

査をしていただいたりとか、相当、通常業務が湖西

病院でも検査やこういったワクチンの接種で困難な
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ぐらいフル回転で御尽力をいただいておりますけれ

ども、この結果としてワクチンの接種が今直近の昨

日までの状況で集団接種は合計６回、６日間といい

ますか６回行いました。合計で集団接種と浜名病院

での個別接種を含めて2,285人、先ほどの分母１万

7,234人は同じですので、2,285人の方が接種、割合

としては13.26％となっております。もちろんこれ

は今、水、木、土、日といった週４日間で行ってお

りますので、このペースで国の言っている７月末ま

での65歳以上の完了ということをしっかりとできる

ように引き続き頑張っていきたいと思っております

し、非常に浜名医師会をはじめ、医療関係者の皆様

に本当に御尽力いただいておりますので、重ねて感

謝を申し上げながら、しっかりと行っていきたいと

思っております。 

 もう一つ補足としてはワクチンの接種期間です。

１回目の後の２回目の接種に関しまして、報道にも

ありましたけれども、事前の、これまでの浜名医師

会さんの協議の中で、１回目を優先するのか２回目

を３週間後に打つのか、要は広くやるのか２回目を

きっちりやるのかという議論が分かれた中で、湖西

市の浜名医師会さんとの協議の中では、１回目を多

くの人に打っていただこうというような取組でやっ

てまいりました。それはＷＨＯだとか様々な厚生労

働省にも問合せの結果、それ自体の問題はないとい

う回答は頂いておりますけれども、浜名医師会さん

としても自主的にいろんな改善対応をしてくださっ

ておりまして、今この浜名医師会さんの御尽力で極

力２回目への接種の期間を短くするというような改

善を検討いただいておりますので、ここはまたどう

いった形になったかというのを、我々行政関係者だ

けではこれはどうしても、浜名医師会さんのお医者

様とか看護師様とかそういった方々の御協力が不可

欠なものですから、一体となってしっかりと迅速に

ワクチンの接種に向けて頑張ってまいりたい、とい

うふうに思っております。 

 以上、すみません、午前中の欠席とともに経過報

告とさせていただいております。また、議案のほう

の提案はこの後させていただきますので、どうかよ

ろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（馬場 衛） 休憩中に常任委員会の正副委

員長の互選をしていただきましたので、その結果を

報告いたします。 

 総務経済委員長 土屋和幸君、同じく副委員長に

加藤弘己君、福祉教育委員長に吉田建二君、同じく

副委員長に菅沼 淳君、建設環境委員長に加藤治司

君、同じく副委員長に神谷里枝さん、以上のとおり

決定いたしましたので御報告いたします。 

 お諮りいたします。休憩中、各常任委員長から会

議規則第108条の規定により、閉会中の継続審査の

申出がありました。この際、閉会中の継続審査の申

出を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ありませんので、そのよ

うに決定いたしました。 

 ここで申出書を配付させます。 

  〔申出書配付〕 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） それでは、日程第９ 総務経

済委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 

 総務経済委員長からお手元に配付いたしました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申出がありまし

た。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに御異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、委員長の申

出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定い

たしました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第10 福祉教育委員会の

閉会中の継続審査を議題といたします。 

 福祉教育委員長からお手元に配付いたしました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申出がありまし

た。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに御異議ございませ

んか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、委員長の申

出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定い

たしました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第11 建設環境委員会の

閉会中の継続審査を議題といたします。 

 建設環境委員長からお手元に配付いたしました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申出がありまし

た。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに御異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、委員長の申

出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定

いたしました。 

 各常任委員会の閉会中の継続審査を日程に追加い

たしましたので、お手元にございます議案書の議事

日程の日程番号がそれぞれ繰り下がることとなりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第12 議会運営委員会の

委員の選任を行います。 

 議会運営委員会の委員の選任については、委員会

条例第６条第１項の規定により、総務経済委員長 

土屋和幸君、総務経済委員 佐原佳美さん、福祉教

育委員長 吉田建二君、同じく福祉教育委員 二橋

益良君、建設環境委員長 加藤治司君、建設環境委

員 神谷里枝さんの以上６人を議会運営委員会委員

に指名いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を14時とさせ

ていただきます。 

午後１時13分 休憩 

───────────────── 

午後２時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解き会議を再開いたし

ます。 

 休憩中に議会運営委員会の委員長、副委員長の互

選をしていただいたので、その結果を報告いたしま

す。 

 議会運営委員長に神谷里枝さん、同じく副委員長

に佐原佳美さん、以上のとおり決定いたしましたの

で御報告いたします。 

 お諮りいたします。休憩中、議会運営委員長から

会議規則第108条の規定により閉会中の継続審査の

申出がありました。 

 この際、閉会中の継続審査の申出を日程に追加し、

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ありませんので、そのよ

うに決定いたしました。 

 ここで申出書を配付させます。 

  〔申出書配付〕 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） それでは、日程第13 議会運

営委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 

 議会運営委員長からお手元に配付いたしました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申出がありまし

た。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに御異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、委員長の申

出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定

いたしました。 

 議会運営委員会の閉会中の継続審査を日程に追加

いたしましたので、再度、議事日程の日程番号が繰

り下がることとなります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第14 浜名学園組合議会

議員の選挙及び日程第15 浜名湖競艇企業団議会議

員の選挙を一括議題といたします。 

 これより選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

によりたいと思いますが、これに御異議ございませ



１５ 

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は指名推選によることにいたします。 

 お諮りいたします。指名の方法については、それ

ぞれ議長において指名することにいたしたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決定いたしました。 

 これより指名いたします。 

 浜名学園組合議会議員に竹内祐子さん、吉田建二

君、加藤弘己君、中村博行君の以上４人を、浜名湖

競艇企業団議会議員に竹内祐子さん、土屋和幸君、

加藤弘己君、二橋益良君、高柳達弥君の以上５人を

それぞれ指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名い

たしました諸君を当選人と定めることに御異議ござ

いませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、ただいま指

名いたしました諸君は、それぞれの議会議員に当選

されました。 

 ただいま当選された諸君が議場におられますので、

本席から会議規則第32条第２項の規定により告知い

たします。 

 ここで暫時休憩といたします。このままお待ちく

ださい。 

午後２時05分 休憩 

───────────────── 

午後２時05分 再開 

○議長（馬場 衛） それでは、引き続き休憩を解

いて会議を再開させていただきます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第16 議案第57号 湖西

市税条例等の一部を改正する条例制定に係る専決処

分の承認を求めることについてを議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。事務局長。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第57号につきまして御説

明を申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月

31日に公布されたことに伴い、湖西市税条例等の一

部を改正する必要が生じたものでございます。 

 この改正が令和３年４月１日から施行されるため、

市議会を招集するいとまがなかったことから、地方

自治法第179条第１項の規定により、湖西市税条例

等の一部を改正する条例の制定に係る専決処分をさ

せていただきましたので、ここに御報告し、御承認

をお願いするものでございます。 

 改正の内容は、個人市民税の給与所得者、公的年

金等受給者の扶養申告書、退職手当申告書の電子化

による申告などが主なものでございます。 

 詳細につきましては、総務部長から補足説明をさ

せていただきますので、よろしく御審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（馬場 衛） 総務部長に補足説明を求めま

す。総務部長。 

  〔総務部長 鈴木 徹登壇〕 

○総務部長（鈴木 徹） 補足説明をさせていただ

きます。議案書４ページから、参考資料は２ページ

からとなります。 

 条例全体にわたり、法改正に伴う字句の整理を行

っております。それ以外の改正について説明をさせ

ていただきます。 

 第１条中第36条の３の２と第36条の３の３の改正

は、企業等が給与所得者や公的年金等受給者から扶

養親族申告書を電子提出により受ける際に、これま

で必要だった税務署長の承認を廃止するものであり

ます。 

 同様に第53条の８と第53条の９は、退職所得申告

書の電子提出に必要でありました税務署長の承認を

廃止するものであります。 

 第81条の４の改正は、軽自動車税の環境性能割の

準用する規定を追加するものであります。 

 附則第11条から附則第13条までは、固定資産税の

土地課税の負担調整による課税標準の特例の適用を
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令和２年度から令和５年度までに延長するとともに、

負担調整にかかわらず、上昇分については課税標準

を令和３年度に限り令和２年度と同額にするもので

あります。 

 附則第15条は、特別土地保有税の宅地課税の特例

で、固定資産税と同様に、課税標準の特例の適用を

令和２年度までから令和５年度までに延長するもの

であります。 

 附則第15条の２は、軽自動車税の環境性能割の税

率を１％分軽減する特例措置について、その適用期

限を令和３年３月31日までから令和３年12月31日ま

での９か月間延長するものであります。 

 附則第15条の２の２は、軽自動車税の環境性能割

の非課税や軽減税率を適用する車両を規定するもの

であります。 

 附則第16条は、営業用の軽自動車税の種別割の特

例を令和３年度から令和５年度まで延長するもので

あります。 

 附則第26条は、住宅借入金特別控除の対象となる

期間の住宅取得、居住開始を令和３年12月31日から

令和４年12月31日までに延長し、控除期間を令和16

年度から令和17年度までに延長するものであります。 

 第２条の改正は、地方税法等の改正に伴う項ずれ

の修正をするものであります。 

 附則の第１条は、条例の施行日を令和３年４月１

日からとするものであります。 

 第２条は、市民税に関する経過措置を規定するも

のであります。 

 第３条は、固定資産税に関する経過措置を規定す

るものであります。 

 第４条は、軽自動車税に関する経過措置を規定す

るものであります。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて、委員会の付託を省略すること

に御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第57号について採決いたします。

本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第57号は原案のとおり承認されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第17 議案第58号 湖西

市都市計画税条例の一部を改正する条例制定に係る

専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 事務局長に朗読させます。事務局長。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第58号につきまして御説

明を申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月

31日に公布されたことに伴い、湖西市都市計画税条

例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

 この改正が令和３年４月１日から施行されるため、

市議会を招集するいとまがなかったことから、地方

自治法第179条第１項の規定により、湖西市都市計

画税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処

分をさせていただきましたので、ここに御報告をし、

御承認をお願いするものでございます。 

 改正の内容は、固定資産税と同様に土地課税の負

担調整による課税標準の特例の延長と、令和３年度

に限り上昇分を令和２年度の課税標準に据え置くも

のでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 
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 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて、委員会の付託を省略すること

に御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第58号について採決いたします。

本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第58号は原案のとおり承認されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第18 議案第59号 令和

３年度湖西市一般会計補正予算（第１号）に係る専

決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第59号につきまして御説

明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、令和３年４月20日に専決処分

をさせていただいたもので、ここに御報告するとと

もに御承認をお願いするものでございます。 

 補正予算の内容は、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている所得の低い子育て世帯の生活支援

を行うため、児童１人当たり一律５万円を給付する

生活支援特別給付金に係る事業費を計上するもので

ございます。 

 なお、財源としましては、国庫の10分の10ですの

で国庫支出金を充て、補正額は歳入歳出それぞれ

5,000万円を増額をし、総額216億7,000万円とさせ

ていただいたものでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。

10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第59号 令和３年度湖西市一般会計補正予算に

係る専決処分の承認を求めることについてをお伺い

いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている所

得の低い子育て世帯の生活支援を行うためというこ

とですが、この所得の低い世帯の選び出しはどのよ

うにされたのか、要は漏れがあっては困るなという

視点からお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 袴田晃市登壇〕 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 所得の低い世帯に対する基準につきましては、ま

だ現時点で国のほうから示されておりません。以上

でございます。 

○議長（馬場 衛） 10番 佐原さんいかがですか。 

○10番（佐原佳美） 基準は示されていないけれど

も国のほうがやるということなので、予算を専決処

分で取ったということだと思いますが、昨年のコロ

ナウイルスが蔓延して生活困窮になった際には、ひ

とり親世帯への臨時特別給付金という形で１世帯第

１子は５万円で第２子以降１人につき３万円という

ものが当初と、それから12月25日に支給ということ

で２回行われていたものが、今度はひとり親世帯で

はなく夫婦そろっていたとしても、所得の低いとい

うふうに国が対象者を拡大したということですが、

ちょうど12月22日の全員協議会では、去年の第２弾

のときはひとり親世帯ということでひとり親世帯臨

時特別給付金の再支給ということで、具体的に児童

扶養手当受給者279人とか公的年金給付受給者６名

とか、家計急変者６名というように私たちに資料の

配付もいただいていたのに今回はなかったもんです
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から、この残業代を抜かした4,970万円というのが

どういう内訳なのかな、積算したのかなという、交

付金は4,700万円ですけれども、そんな思いをした

んです。それでも4,700万円を計上した理由はある

かと思うんですけど、それともう一点、資料のほう

にある委託料の242万円というのは、どこへ委託、

どういう作業をしてもらう委託料なのか教えてくだ

さい。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 まず今回の給付につきましては、先ほど佐原議員

からお話がありましたひとり親世帯とふたり親世帯

でも住民税非課税世帯の方への支給ということにな

っておりまして、申し訳ございません、ひとり親世

帯につきましては児童扶養手当を受給されている方

という基準がございまして、申請不要ということも

ありまして、５月10日の日に既に支給をさせていた

だいてるところでございます。残りの幾つか条件の

方がありまして、ひとり親世帯以外の住民税非課税

世帯の方に関わる基準等につきましては、現時点で

まだ情報が届いてないというようなことになります。

ちょっと訂正をさせていただきます。 

 それから、先ほどの委託料につきましては、現在

使っておりますシステムのほうの一部改修が必要に

なるということでの委託料となってございます。以

上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○10番（佐原佳美） まだ住民税非課税世帯ってい

うのがまだ、税金のいろいろが決まってくるのがこ

れからだという時期のこともあるということでしょ

うし、国の基準も明確に示されてないということの

ようですが。本当にこの12月25日のときにも家計急

変者６名というのも、私もこのときに聞かなかった

んですけど、どうやってそういう人を探り当てたの

かなというか、対象者というのがみんな困窮してる

って自己申告ではなく、そういう数字上のものでき

ちっと証明された基準で支給されるんだとは思いま

すが、また明確になったところで不足があった場合

には、これはまた補正を組んでいくということにな

るんですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） 現時点で想定をされ

ている人数を上回った場合につきましては、また補

正予算等の御相談をさせていただくというような予

定になるかと思います。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） いかにしても生活困窮家庭も

増えていると思いますので、公平でまた本当に漏れ

のない支給ができるようによろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。ただいまの

質問に関しての答弁の中で、いま一度確認したい点

もございまして質疑させていただきます。 

 まず、先ほど５月10日に支給をもうしましたとい

うお話でございましたけども、５月10日には何人の

方に支給をされたんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 袴田晃市登壇〕 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 ５月10日の支給に当たりましては、278世帯402名

の児童分の手当を支給させていただいてございます。

以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

402名分が専決で支給済みでありますよということ

ですね。一応4,700万円を単純に５万円で割ります

と940人分ぐらいに該当すると思うんですけども、

これは児童手当を頂いてる方は申請も不要で支給さ

れていくということですけども、ここで残りの538

人ぐらいですか、の分に関しては、これはあくまで

もこの申請が不要な部分の方なのか、それともその

他低所得者の子育て世帯に該当していくのか、その

辺はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 児童扶養手当受給者以外の方には３つございます。

児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方で、

公的年金等により児童扶養手当を受給されていない



１９ 

方、こちらについては申請をしていただくというよ

うな形で対応を考えております。 

 ２つ目といたしましては、令和３年４月の児童扶

養手当を支給していませんが、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて家計が急変されているという

ことで、収入が児童扶養手当を受給している方と同

じ水準になっている方、こちらについても要申請と

いう形でこれから受付をさせていただく形を考えて

おります。 

 それからひとり親世帯以外で住民税非課税世帯の

方、こちらも申請をしていただくというような形で、

残りの方はこのような方の申請を受け、審査をさせ

ていただいた中での給付という形になっております。

以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、申請が不要の

方は取りあえず終わりました。申請が必要な方につ

いての情報提供はどのようにされますか。また、申

請につきましても例えばやっぱり文書で申請するん

ですかね、電子申請等のところまではいっていない

のか、そんなところをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） まず、広報につきま

しては市のウェブサイト、それから６月15日発行の

広報こさい７月号のほうへ掲載をさせていただきま

して、対象者の方への周知をさせていただきたいと

思っております。 

 それから、まだ電子申請のほうが十分整っており

ませんので、窓口の申請へというような形で考えて

おります。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 それから１点ですけども、これは18歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある児童が対象に

なるということですけども、障害を持っている方は

二十歳未満というところまでがオーケーになってい

るんですけども、その辺も漏れはないようになって

いますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） そちらのほうにつき

ましても、担当課のほうで十分精査した上、漏れの

ないよう手続をさせていただいてございます。以上

でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

しますと、おおむね940人という数字を今はじき出

していただいてるわけです。 

 先ほどもし人数がオーバーしたら補正を組むとい

うことですけども、追加の交付金が出てくるという

捉え方をしてよろしいんですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） その辺りにつきまし

ては、国庫補助金のほうの変更手続をさせていただ

いた上で、また補正のほうを同時に多分申請をさせ

ていただくというか、御承認をいただくというよう

な手続になろうかと思います。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 了解しました。ありがとうご

ざいます。 

○議長（馬場 衛） ほかには質疑のある方はござ

いませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第59号について採決いたします。

本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第59号は原案のとおり承認されました。 

───────────────── 
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○議長（馬場 衛） 日程第19 議案第60号 令和

３年度湖西市一般会計補正予算（第２号）について

を議題といたします。 

 なお、議案の朗読は省略いたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第60号につきまして御説

明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ660万円を

増額をし、総額を216億7,660万円にしようとするも

のでございます。 

 歳出の内容といたしましては、今後の新居弁天観

光地域、海湖館ですとか海釣り公園等々の発展的な

活用、今後、民間の知恵や知見、民間の活力を活用

して、通年で１年を通じてより新居の町への来訪者

数を増やし、そして多くの方に楽しんでいただくた

めの利活用事業、こういったものを円滑に進めるた

め、老朽化が著しく進み、設備等、危険箇所が増加

をしているわんぱくランドの解体工事、実施設計業

務に係る委託料を計上するものでございます。 

 なお、財源といたしましては市税を増額し対応す

るものでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。

９番 楠君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

一般会計補正予算ですけれども、商工費で660万円

の補正をされるということです。わんぱくランド、

今年度当初は今年１年運営をするよというようなこ

とで、３月の議会で可決をしたわけなんですけれど

も、今回、補正予算に至った経緯、老朽化っていう

ような話もあったんですけれども、そこをまずお伺

いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） それではお答えいたしま

す。 

 わんぱくランドにつきましては、４月に運営をし

ようと思いまして事業の手続のほうを進めておりま

したけれども、４月に改めて現場を確認した際には

スライダーや通路などの施設の傷みが激しい状況で

ございました。施設の基礎部分の腐食やコースにあ

る手すりや踏み台などから腐食した金属片が落下す

るようなところが見受けられたりとか、コンクリー

トの部分のひび割れや剥離などが見られて、老朽化

が著しく利用者の安全性が確保できないではないか、

ということで判断をさせていただきました。以上で

ございます。 

○議長（馬場 衛） 楠君、いかがですか。 

○９番（楠 浩幸） 補正の概要は施設の解体の設

計費用ということなんですけども、実際に今年度、

解体の予定があるのかどうなのかを伺えますか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 今年度の予定といたしま

して、新居弁天海浜公園、わんぱくランドを含む新

居弁天地域を対象に、６月にサウンディング調査、

９月にプロポーザルを実施して利活用の選定を進め

ていくということで予定をしております。 

 今回のこの事業を考えていく中で、官公庁が出し

てます補助事業の採択を受けるべく対応しておりま

す。その補助事業の進行につきましては、来年２月

までに事業終了ということで見えておりますので、

基本的には今年のうちに解体をさせていただきたい

という格好で考えております。以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） ということであると、補助事

業が取れれば解体を進めるけれども、それが採択さ

れなかった場合は今年度どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 採択されなくても基本的には設計のほうができま

した際には、予算の計上のほうをできるような形で

調整のほうを進めて、計上させていただきたいと考

えております。以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） あくまでも今年度中に解体を

進めたいよという意向を確認できました。 
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 さらにちょっとお伺いしたいんですけれども、４

月に施設の状況を確認されたということなんですけ

れども、当初予算を計上する前にはそういった設備

の状況、今年度、令和３年度は１年間運用するとい

うような御提案だったと思うんです。当初予算計上

時には、そういった施設の点検ですとか整備状況と

いうのは確認をされなかったのかどうなのか、伺い

たいです。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 昨年の９月議会に今年も運営ができるような形で

ということで、若干の修繕費のほうを予算要求を現

実的にはさせていただいております。その時点の中

で対応ができるというような思いでいましたけれど

も、現実、昨年１年間動かさなかったという状況と

この４月に向けて点検をした際には、踏み台のとこ

ろに穴が空いてるようなものが多く見られるという

形になっておりますので、この危険な状況の中で開

くということと、あとコロナ禍の影響をまたどのよ

うに受けるのかということを加味した中で、休園と

いう形のことを考えさせていただきました。以上で

ございます。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） 半年やそこらで鉄板に穴が空

くとはちょっと考えにくいんですけれども、よく検

討されて計上して。我々もそこに関しては議会も予

算を通したもんですから、議会としての責任は認識

をするわけなんですけども、今年度運用するよとい

うことに対して、地域の方ですとか関係する方に対

しては理解とか、そういった活動は済んでおるとい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 地域の方、あと民間の観

光業の方、御説明のほうをさせていただいておりま

す。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） 説明をされた中で、地域の理

解を得たというふうに理解してよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） そのとおり認識をしてお

ります。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） 最後にもう一点伺いたいんで

すけども、当初予算でわんぱくランドを１年間運用

するに当たって1,574万4,000円でしたね、これの取

扱いというのはどういうふうにお考えですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 先ほどお話させていただ

きました補助事業の関係のほうも、時がたてば状態

が見えてくるかと思います。今現在の考え方の中で

は、９月の時点の補正の中でその処理について考え

ていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○９番（楠 浩幸） 先ほど市長からもコロナの状

況の説明があり、湖西市が非常に厳しい状況だよと

いうことを理解するわけなんですけれども、この

1,574万4,000円が９月まで凍結をされるっていうこ

となんですよね。考え方として、質疑なので意見を

申し上げるつもりはないんですけれども、使うめど

がなくなった予算を半年間、５か月塩漬けにしてい

くっていう感覚が私にはとても理解ができない。 

 今回、本来であれば660万円のこの補正とセット

で補正予算を出していただけたらなというふうに思

いたかったんです。そういったもっとスピード感を

持ってコロナ対策にお金を回していく、もっと言え

ば、観光事業も非常にダメージを受けてるというふ

うに理解をしてるんです。そのコロナが終わった後

に対しての投資に使うんだとかっていうようなお考

えとか、そういった９月に補正をされるということ

なんですけれども、そこもちゃんと踏まえた補正の

予算を計上していただきたいと思うんですが、その

辺りだけ聞いて終わります。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） おっしゃるとおりに、限

られた予算でございますので、有効に活用させてい

ただきたいというふうに考えております。また、そ

の際に工事費等云々と考え方は出るかと思いますの

で、そちらのほうの活用云々併せまして、有効な活

用を目指したいと思います。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 
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○９番（楠 浩幸） スピード感を持った対応をお

願いして質疑を終わります。 

○議長（馬場 衛） ほかに質疑のある方。17番 

神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 同じところで質問をさせてい

ただきます。 

 まず歳出の関係です。やはり今楠議員も質問され

ていましたけども、その中で地域、民間には説明を

した、理解を得たと解釈しているという御答弁でご

ざいました。公共施設再配置個別計画を年度末に頂

いているわけですけども、その中では令和３年度は

区分、区域の土地整理、それから設備の状況調査と

開園可否判断、判断をしたというところはそうかな

と思います。その中でやはり地域住民や関係団体か

らも存続の要望が出されているため、他用途での有

効活用も含め検討する必要がある、将来的にはレジ

ャープール機能の変更や民間活力の導入による有効

活用の検討と。公共施設再配置個別計画の中ではそ

のようにうたわれているんですけども、年度末に出

された公共施設再配置個別計画に対して５月17日の

この臨時議会には、この解体の実施設計を委託しま

すよというこのところに関して、あまり整合性が取

れていないように私は感じたんです。ここら辺は本

当に、要望書が出されたりいろいろしているという

ことですけども、その辺の対応もされて今回補正を

上げるに至った、そういう解釈でいいんでしょうか。

やはり文章で出されているんでしたら、文章で答え

をお返ししたのかどうか、その辺も含めて確認させ

ていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 ゴールデンウイークを挟んだくらいのところの間

で、地域のほうの説明をというような時期になって

しまっておりますが、今回こういうような形でわん

ぱくランドのほうを新たなものにリニューアルをさ

せていく考え方を、進めていきたいということを説

明させていただきまして、地域自治会、町内会、あ

と先ほども申し上げましたけれども、観光関係の事

業者さんのほうに御説明をさせていただきまして、

特段に反対という形の意見のほうはいただいており

ませんので、御理解のほうをいただけたものだとい

うことで考えております。また、この先、一般市民

的には新聞のほうで出てしまいましたけれども、改

めてお知らせのほうをしていかなければならないと

いう理解をしております。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） すみません、先ほど私、要望

に対してのことをお聞きしたんですけども、地域と

かそういったところからは文書での要望ではなかっ

たんですか、その辺確認させてください。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 大変申し訳ありませんで

した。文書でのお話ではなくて、いろんな会議の中

でのお話の中で、こういうような利用を進めていき

たい、まだ何とかわんぱくランドを続けていただけ

ないかというような格好のお話は、今まででいただ

いておるという形のものでございます。以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 要するに意見交換会のような

場所で何となく、そんな大きな反対の声は上がらな

い、発展的な解釈で理解が得られた、そういうこと

で当局としては進めていきたい、そういうことでよ

ろしいんですね。やっぱり、随分わんぱくランドの

海水のプールっていうことでもいろいろありました

し、本当あってもいいのかなと、海水ですので余計

に傷みが激しいとは思うんですけども。その辺でも

ともと地元の方たちの一つの観光の要素にもなって

るかなと思ったときに、本当にしっかり理解を得て

おかないと、そんなはずではなかったという状況に

なってはいけないかなと思いまして、しつこく確認

をさせていただきました。 

 そこで、今回この議場でしっかり理解を得られた

ものと解釈しているという御答弁ですので、当局は

自信を持っているというふうに解釈をいたします。 

 歳入に関してちょっとお聞きしたいんです。市税

の現年課税分、固定資産税を660万円増額するもの

っていうことですけども、大体市税の通知がされる

のは４月から６月ぐらいに通知書が送られてきまし
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て、年４回に分けて納税されていると思うんです。

ちょっと日にちにずれがあるかもしれませんけど、

１回目が今月の31日、次が８月の頭、次が11月の下

旬、そして年が明けまして２月の下旬というふうに

一応納付期限が決められていると思うんですが、こ

の５月17日の時点で現年課税分を増額補正する根拠

をお聞きしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 ４月21日現在で、固定資産税について調定のほう

が出ております。減免等を反映させた状態でござい

ますが、その中で３億8,700万円ほど当初の予算に

比べて増えるだろうという形の調定が出ております。

その中から必要な部分を歳入させていただいたとい

うものでございます。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ４月21日に調定をして、当初

が３億8,700万円で増えるだろうという、ごめんな

さい、その後がうまく聞き取れなかったんですけど

も、増えるであろうという予測の中で、今回、現年

課税分を660万円増額するというそういうことでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） 増えるであろうという表

現ですと、下がるかもというふうに思われてもあれ

なんですけども、調定を出しておりますので、調定

の中では当初の予算と比較して３億8,700万円の増

額というふうに判断しております。 

 その中で、やはり土地の課税標準額のほうは下が

っておるのですが、家屋それから償却、そちらのほ

うが当初の予算よりも調定では上回ったということ

で、そちらから歳入のほうをしておるということで

ございます。以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） ３億8,700万円の増額が見込

める調定で出たということですね。そういった中で、

課税標準額に対しましても土地は下がっているけど

も、家屋と償却資産のほうがそのくらい調定をした

結果、増えてくる。その中から商工費のほうに660

万円、今回この事業を進めるに当たって必要となる

額なので、そこで増額をした、そういうことでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。最初

の１回目の納期限が５月31日なんですけども、調定

をした時点でこれだけ増えるって、調定がなされた

ということなんですね。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） この調定の課税標準額で

今回も課税のほうをしてまいりますので、これがま

ずは最初の調定ということでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

○議長（馬場 衛） ほかに質疑のある方はござい

ますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第60号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、事務局長から報告事項を申し上げます。

事務局長。 

  〔議会事務局長 松本和彦登壇〕 

○議会事務局長（松本和彦） 御報告を申し上げま
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す。 

 議案書の受理について申し上げます。休憩中に市

長から追加議案として人事案件１件が提出されまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（馬場 衛） 報告は終わりました。 

 お諮りいたします。この際、追加議案を日程に追

加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ありませんのでそのよう

に決定いたしました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第20 議案第61号 湖西

市監査委員の選任につき同意を求めることについて

を議題といたします。 

 本件につきましては、地方自治法第117条の規定

により柴田一雄君の退席を求めます。 

  〔１番 柴田一雄退席〕 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は17人

です。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第61号につきまして御説

明を申し上げます。 

 地方自治法第196条第１項の規定により、議員の

うちから選任をいたしました神谷里枝さんから５月

16日をもちまして湖西市監査委員を辞職したい旨の

申出があり、地方自治法第198条の規定により承認

をしたところでございます。 

 その後任委員として柴田一雄さんを湖西市監査委

員に選任したく、よろしく御審議を賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 本案は質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに

採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、直ちに採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり同意する

ことに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、議案第61号

は原案のとおり同意することに決しました。 

 柴田一雄君、入場してください。 

  〔１番 柴田一雄入場〕 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は18人

です。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で本会議に付議された議

案の審議は全て終了いたしました。 

 これにて、令和３年第１回湖西市議会臨時会を閉

会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時02分 閉会 

───────────────── 
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